
 

第２３期第１回 
松浦海区漁業調整委員会  

 
 
 

日時 令和７年４月８日（火）14時から 
場所 唐津市水産会館 研修室 

（唐津市海岸通り 7182−217） 
 

  
 

次    第 
 
１ 開  会 
 
２ 議  題 
（１） 会長及び会長職務代理者の選任について（協議）・・・・・・・・・・・・P1〜P2 
（２） 筑肥連合海区漁業調整委員会委員の選任について（協議）・・・・・・・・P3〜P5 
（３） 佐賀県連合海区漁業調整委員会委員の選任について（協議）・・・・・・・P6〜P7 
（４） 玄海三県漁業調整協議会委員の選任について（協議）・・・・・・・・・・P8〜P11 
（５） 日本海・九州西広域漁業調整委員会委員の選任について（協議）・・・・P12〜P16 
（６） きす一重流し刺網漁業に係る特認許可方針（案）について（諮問）・・・P17〜P21 
（７） その他 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 



松 浦 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 規 程  
昭和 53 年 4 月 1 日 
松漁調委告示第 1 号 

（会長及び会長職務代理者） 
第１条 松浦海区漁業調整委員会（以下「委員会」という。）に会長及び会長職務代理者を置く。 
2 会長及び会長職務代理者は委員が互選する。但し、委員が会長及び会長職務代理者を互選することが

できないときは、知事が選任する。 
3 会長は会務を総理し、委員会を代表する。 
4 会長に事故あるときは、会長職務代理者がその職務を代行する。 
5 会長及び会長職務代理者の任期は委員の任期とする。 
 

（委員会の招集） 
第２条 委員会の会議は、会長が招集しその議長となる。但し、会長及び会長職務代理者がともに互選さ

れていないとき、若しくは欠けたとき又は、会長及び会長職務代理者にともに事故あるときの会議は知

事が招集する。 
2 委員の 1／3 以上が議案を示して委員会の開催を請求したときは、会長はその請求のあった日から 7 日

以内に委員会を招集しなければならない。 
3 委員会の会議を招集しようとするときは、会長は会議に付する事項並びに開催の日時及び場所を予め

委員に通知するものとする。但し、緊急を要する場合はこの限りではない。 
 

（会議の運営） 
第３条 委員会は定員の過半数にあたる委員が出席しなければ会議を開くことができない。 
2 議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは会長の決するところによる。 
3 委員会の会議は公開とする。 
4 委員会の会議は予め通知した事項に限って議決する。但し、委員会において緊急の必要があると認め

た事項についてはこの限りではない。 
5 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事件については議事にあずかることができ

ない。但し、委員会の承認があったときは、会議に出席し発言することができる。 
 

（議事録） 
第４条 会長は、会議の議事録を作成し、次の事項を記載する。 

(1) 委員会の開催日時及び場所 
(2) 出席した委員の氏名 
(3) 議事事項 
(4) その他重要な事項 

2 議事録は、会長及び会長の指名する出席委員 2 人以上がこれに署名するものとする。 
3 議事録は一般の縦覧に供する。 
 

（権限の委任） 
第５条 会長の権限に属する事項のうち、事務局長が専決できる事項は別に定める。 
 

（規程改正） 
第６条 この規程を改正しようとするときは、委員会の議決によって行う。 
 

（その他） 
第７条 前各条に定めるもののほか、議事の運営その他に関し必要な事項は、会長がその都度委員会に諮

って定める。 
 

附 則 
 この規程は公布の日から施行する。 
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筑 肥 連 合 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 規 程 

 

 

第１条 この会は、筑肥連合海区漁業調整委員会（以下「委員会」）と称し、漁業法その他法令の定めるところによ

り、次条に定める海区間における漁業に関する事項を処理する。 

   

第２条 委員会は、漁業法第１４７条第４項の規定に基づき、次の海区漁業調整委員会（以下「両海区」という。）の

委員をもって組織する。 

  一 筑前海区 

  二 松浦海区 

２ 委員の定数は、12人とする。 

 

第３条 委員会の事務所は、会長が所属する海区漁業調整委員会の事務所内におき、その書記が事務を行う。 

 

第４条 委員会に会長及び副会長を置く。会長及び副会長は、委員が互選する。但し、委員が会長及び副会長

を互選することができないときは、関係県の知事が協議のうえ選任する。 

２ 会長及び副会長の任期は、２年とし、両海区の委員が交互に会長及び副会長をつとめる。 

３ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

第５条 委員会は、専門の事項を調査審議させるため、必要に応じて専門委員を置くことができる。 

 

第６条 委員会の会議は、会長が招集しその議長となる。 

２ 会長及び副会長がともに互選されていないか、若しくは欠けたとき又は会長及び副会長ともに事故があるときの

会議は、関係県知事が協議のうえ招集する。 

３ 会長は、委員の３分の２以上の者から書面で会議の目的たるべき事項を示して委員会の会議を招集すべき旨

の要求があったときは、その要求があった日から７日以内に会議を招集しなければならない。 

４ 会長は、委員会の会議を招集しようとするときは、その会日の５日前までに会議の目的たるべき事項、開催の日

時及び開催の場所を委員及び両海区の会長に通知しなければならない。但し、緊急を要する場合はこの限りで

ない。 

５ 両海区の会長は、前項の通知を受けたときは、必要に応じ、会議の目的たるべき事項、開催の日時及び開催

の場所を関係者に通知するとともに、公衆の見易い方法によって公示する。 

 

第７条 委員会は、定員の過半数にあたる委員が出席しなければ、会議を開くことができない。 

２ 議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。 

３ 委員会の会議は、公開する。 

 

第８条 委員会の会議では、あらかじめ通知した事項に限って議決するものとする。但し、委員会において緊急の

必要があると認めた事項については、この限りでない。 

 

第９条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事件については、議事にあずかることができな

い。但し、委員会の承認があったときは、会議に出席し、発言することができる。 

 

第10条 会長は、会議の議事録を作成し、次の事項を記載する。 

 一 開会、休憩及び閉会の年月日、時刻並びに場所 

 二 出席した委員の氏名 

 三 議事々項 

 四 その他重要な事項 
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２ 議事録は、会長及び会長の指名する出席委員２人以上がこれに署名するものとする。 

３ 議事録は、一般の縦覧に供する。 

 

第11条 この規定の改正は、委員会の議決によって行う。 

 

第12条 前各条に定めるもののほか、議事の運営に関し必要な事項は、会長がその都度委員会に諮って定める。 

 

   附 則 

 １ この規程は、昭和26年２月９日から施行する。 

２ この規程は、昭和33年９月３日から施行する。 

（一部改正 委員定数10人→12人）  

 ３ この規程は、昭和43年10月７日から施行する。 

（一部改正）  

 ４ この規程は、昭和51年９月３日から施行する。 

（一部改正 会長及び副会長の任期、会議の招集）  

 ５ この規程は、昭和57年9月10日から施行する。 

（一部改正 会長及び副会長の任期） 

６ この規程は、令和3年1月26日から施行する。 

（一部改正 根拠法令改正に伴う条項移動のため） 
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佐賀県連合海区漁業調整委員会事務規程 

昭 和 33年 10月 27日 

佐連漁調委告示第１号 

 昭 和 5 0 年 ８ 月 １ 日 

 佐連漁調委告示第２号 

昭 和 6 0 年 ２ 月 1 3 日 

 佐連漁調委告示第１号 

 

第１条 佐賀県連合海区漁業調整委員会（以下「委員会」という）は、漁業法その他法令の定めるところにより佐賀

県内の海区間における漁業に関する事項を処理する。 

 

第２条 この委員会は次の海区をもって設置する。 

 一 佐賀県有明海区 

 二 松浦海区 

 

第３条 委員会の事務局は海区漁業調整委員会事務局に置く。 

 

第４条 委員会は各海区から選出した委員14名をもって組織する。 

２ 前項の選出には夫々会長、副会長を含めて７名宛とする。 

 

第５条 委員会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長、副会長は委員の互選による。但し、委員が会長及び副会長を互選することができないときは、知事が選

任する。 

３ 会長は会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副会長は会長を補佐し会長事故あるときは、職務を代理する。 

 

第６条 委員会の会議は会長が招集する。会長事故あるときは副会長がこれを招集する。但し、会長及び副会長

がともに互選されていないとき、もしくは欠けたとき、又は会長及び副会長にともに事故あるときの会議は知事が

招集する。 

 

第７条 委員会は委員の過半数にあたる委員が出席しなければ会議を開くことができない。 

２ 議事は出席委員の過半数で決する。可否同数のときは会長がこれを決する。 

３ 委員会の会議は公開とする。 

 

第８条 会長は会議の議事録を作成し次の事項を記載する。 

 一 委員会の開催日時及び場所 

 二 出席委員の氏名 

 三 議事事項及び結果 

 

第９条 議事録は会長の指名する出席委員２名以上がこれに署名するものとする。 

２ 議事録は一般の縦覧に供する。 

 

第10条 この規程に定めるもののほか議事の運営に必要な事項は会長がその都度委員会に諮って定める。 

 

   附 則 

 この規程は昭和33年10月27日からこれを施行する。 

   附 則 

 この規程は昭和50年８月１日からこれを施行する。 

   附 則 

 この規程は昭和60年２月13日からこれを施行する。 
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規
定
に
よ
り
、
九
州
西
部
会
の
委
員
と
し
て

 
松

浦
海

区
か
ら
１
名

を
選
出
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

農
林
水
産
大

臣
選
任
委
員

計

関
係
海
区
互

選
委
員

部
会

北
海
道
、
青
森

県
、
秋
田
県
、
山
形
県
、
新
潟
県
、
富
山
県

石
川
県
、
福
井

県
、
京
都
府
、
兵
庫
県
、
鳥
取
県
、
島
根
県

山
口
県
、
福
岡

県
、
佐

賀
県

、
長
崎
県
、
熊
本
県
、
鹿
児
島
県
、
沖
縄
県
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きす一重流し刺網漁業特認許可方針 
 

第１ 制限措置 

（１）漁業種類 

     きす一重流し刺網漁業（特認） 

（２）許可又は起業の認可をすべき船舶の数 

     ２０隻以内 

（３）船舶の総トン数 

     制限措置なし 

（４）推進機関の馬力数 

     制限措置なし 

（５）操業区域 

     佐賀県玄海海域 

（６）漁業時期 

     ６月１日から１２月３１日まで 

（７）漁業を営む者の資格 

 ① 唐津市の湊浜及び神集島のいずれかの地区において漁港機能を有する

施設を拠点として漁業を営もうとする者。ただし、上記地区以外におい

て漁港機能を有する施設を拠点として漁業を営もうとする者について

は、松浦海区漁業調整委員会に諮り、漁業調整上支障がないと認められ

る場合に限り、同委員会が指定する区域での操業を認めることとする 

② 佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を有する者 

③ 佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第６３号）第１０条第１項  

各号のいずれにも該当しない者 

④ 適切な資源管理を実践できる者 

⑤ 漁業の生産力の向上に努めようとする者 

第２ 許可の有効期間 

   許可をした日から令和７年１２月３１日まで 

第３ 申請すべき期間 

   公示した日から令和７年５月１７日 

第４ 許可の基準 

   第１（７）に定める資格を有し、第１（１）に定める漁業を営もうとする

者。ただし、第１（２）に定める隻数を超える場合は、次に掲げる優先順位に
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より、許可又は起業の認可をする者を定める。ただし、同順位である者相互間

の優先順位は抽選による。なお、規則第９条第１項第２号に該当する場合は、

この限りでない。 

（１）前回の許可最終日の１２月３１日現在で、当該許可を有していた者 

（２）当該漁業許可を有する者から許可を承継し、許可を有していた船舶と

同じ船舶にて当該漁業を営もうとする者。（従前の当該漁業の許可を

有していた者が、この許可方針に基づく更新申請を行わないことに伴

い許可を承継する場合を含む。）ただし、承継を受ける者は、当該漁

業許可を有する者から２親等以内の親族に限る。 

（３）当該知事許可漁業以外の知事許可漁業の許可を現に有している者 

（４）上記（１）～（３）に該当しない者 

第５ 条件 

   （１）唐津市土器崎から正北に引いた直線、唐津市相賀と同市湊町の境界に 

設置した漁場標識と唐津市神集島南端を結んだ直線、唐津市神集島南

端と福岡県糸島市志摩野辺崎を結んだ直線及び最大高潮時海岸線によ

って囲まれた海域外で操業してはならない。 

   （２）７月１６日から７月３１日までは操業してはならない。 

（３）唐津市唐津城と唐津市神集島東端を結んだ直線の延長線、唐津市神集 

島南端と福岡県糸島市志摩野辺崎を結んだ直線及び唐津市呼子町小川島 

北端と福岡県糸島市志摩姫島北端を結んだ直線によって囲まれた佐賀県 

海域では、６月１日から７月３１日までの間は操業してはならない。 

    （４）共同漁業権漁場内で操業してはならない。ただし、事前に漁業権者

と協議し、同意が得られた場合はこの限りでなく、その際は同意書の写

しを操業時に携帯しなければならない。 

    （５）定置網漁業の保護区域内で操業してはならない。 

    （６）漁具、漁法の制限 

 ① 使用する漁具は浮子方の長さ 500メ－トル以内のもの１統とする。 

           （替網を船内に搭載してはならない。） 

② 夜間（日没から日の出まで）操業をしてはならない。 

③ 操業の際は、県が交付する標旗を掲げなければならない。 

④ 佐賀県漁業調整規則第55条に規定された漁具の標識に許可番号を記 

          載しなければならない。 
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⑤ 操業中は、使用船舶を漁具の周囲50メ－トルの範囲内に留めておか 

          なければならない。 

⑥ 使用船舶の機関室の両側の舷しょう板（通称カイシング）に、だい 

          だい色又は緑色の船体表示（幅20センチメ－トル、長さ 160センチメ 

          ートル）をしなければならない。 

                  （注）  だいだい色：湊 浜 

              緑    色：神集島 

 

      （標  旗）    地色：赤 色 

                   字色：白  色 

 

      ７年（2025年）許可     号） 

 

 

         き            す 

 

 

                     佐賀県 
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